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聖籠町指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準並

びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成３０年３月２９日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町規則第１１号 

聖籠町指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基

準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則 

聖籠町指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準並

びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例施行規則（平成２５年聖籠町規則第１０号）の一部を

次のように改正する。 

第７条第７項の表当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に

掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項中「又は」を「、」に改め、

「限る。）」の次に「又は介護医療院」を加える。 

附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 


